
 

  

相 談 日 午 前 午 後 相 談 日 午 前 午 後 

2月 16日㊎ 片津 坂田・池港 3月 1日㊎ 下吉 

2月 19日㊊ 下神原 一心 3月 4日㊊ 上吉 

2月 20日㊋ 美しが丘 望ケ丘 3月 5日㊋ 松本・下三分一・上三分一 北四ツ屋・市村 

2月 21日㊌ 二ケ字・柿野・川袋 下中村・鵜ノ木 3月 6日㊌ 百間町 五十嵐・島田 

2月 22日㊍ 柳町 大柳 
3月 7日㊍ 森下 浮島 

3月 8日㊎ 石神 花ケ崎 

2月 26日㊊ 榎井・下米岡・下中島 城野腰・松橋・手宮 3月 11日㊊ 森本 天ケ崎・仁野分 

2月 27日㊋ 姥谷内 中城 
3月 12日㊋ 日根津 上増田・上池田 

3月 13日㊌ 両毛 中島・畑ケ崎 

2月 28日㊌ 舟津・宮本 北方・青野 3月 14日㊍ 大蒲生田・玄僧 矢住・両増田 

2月 29日㊍ 西福島一区 西福島二区 3月 15日㊎ 全町内会 

令和６年度の個人市民税・県民税（令和５年１月１日～１２月３１日の所得分）の申告相談と受付を行います。 

 ◆期  間 … 令和６年２月１６日㊎～３月１５日㊎【土・日曜日、祝日を除く】 

◆受付時間 … 午前９時～１１時、午後１時～４時 

◆会  場 … 頸城コミュニティプラザ１階 市政情報コーナー 

◆持 ち 物 … □ 給与所得、公的年金等の源泉徴収票または事業主の支払証明書 

       □ 事業または不動産所得がある場合は、収支内訳書 

       □ 国民年金保険料・生命保険料・地震保険料などの納付額証明書 

       □ 社会保険料控除を受ける人は、納付額が分かる次の書類  

➢ 現金納付、口座振替の人…１月下旬に市が送付する納付額を証明する書類 

➢ 年金天引きの人…年金の源泉徴収票 

       □ 障害者控除を受ける人は、各種手帳、障害者控除対象者認定書など 

       □ 医療費控除を受ける人は、医療費等の明細書 

       □ 申告者のマイナンバーがわかるもの（マイナンバーカードなど） 

       ※持ち物は個人の申告の内容により異なりますので、不明な点は個別にお問合せください。 

◆相 談 日 … 混雑による待合時間を短縮するため、町内会ごとに相談日時を割り振ります。 

なお、都合のつかない方は申告期間中にお越しください。 

◆お 願 い … ① 農業所得等事業所得の申告には、「収支内訳書」の提出が必要です。 

        ※「収支内訳書」の提出がない場合は、申告をすることができません。 

※ 農業所得の個別相談をご希望の方は、別途「農業所得収支内訳書作成の個別相談」を予約し

てください。 

       ② 小作料収入は、不動産所得の収支内訳書の作成が必要です。 

       ③ 市では、簡易な確定申告のみ受け付けます。青色申告、不動産・株式の譲渡所得、雑損控除、 

１年目の住宅借入金等特別控除、営業所得など専門的な確定申告は受付できませんので、高田

税務署開設の申告会場（上越市民プラザ）で申告してください。 

◆申請に必要なマイナンバーについて … 

 本人または同一世帯の人が申告書を提出する場合、申告者のマイナンバーが必要になります。なお、扶養親族

などのマイナンバーに関する書類の提出は不要です。 

※マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①と②が必要です。 

 

◆問 合 せ … 市民生活・福祉グループ ☎０２５－５３０－２３１１（内線１１１、１１６） 
 

① マイナンバーを確認できる書類 

※いずれか 1点 
 

 

 

② 本人確認書類 

※いずれか 1点 

・通知カード 

・マイナンバー記載のある住民票の写し 

又は住民票記載事項証明書（有料） 

・運転免許証 

・健康保険証 

・その他身分証明書 

 

 

総合事務所からのお知らせ 



 

 

  

申告に必要な収支内訳書の作成について、個別にご相談いただけます。 

◆期  間 … 令和６年２月１日㊍～２月７日㊌【土・日曜日を除く】 

◆受付時間 … 午前９時～１１時、午後１時～４時 

◆会  場 … 頸城コミュニティプラザ１階 市政情報コーナー 

◆申し込み … 先着順の予約制です。１月２６日（金）までに、頸城区総合事務所 市民生活・福祉グループ

へお申し込みください。 

◆持 ち 物 … ① えちご上越農業協同組合から配付される「農業所得申告支援システム帳票」 

② 令和５年１月１日～１２月３１日の収入や経費がわかる書類 

（計算の根拠となる領収書、支払証明書、固定資産税の課税明細書、帳簿等） 

◆注意事項 … ➢ 収支内訳書を作成するための個別相談です。後日、市・県民税の申告（または確定申告）が

必要となります。 

➢ 収支内訳書が作成されていない場合は、申告ができませんので必ず作成してください。       

       ➢ 小作料を受け取った場合は、農業所得でなく不動産所得になりますので、この個別相談で 

「不動産所得収支内訳書」の作成はできません。 

別途、個別にご相談ください。 

◆問 合 せ … 市民生活・福祉グループ ☎０２５－５３０－２３１１（内線１１１、１１６） 
 

 

市内の路線バスは利用者数が減少しており、頸城区内では南川線以外の５路線について１日当

たりの一般利用者数が０．８人と少ない状況です（令和４年度乗降調査より）。 

現在、上越市では、「第２次上越市総合公共交通計画」の後期再編計画（令和６～９年度）の策

定を進めています。 

頸城区では、バス路線再編内容を「現状維持」とし、“必要に応じてバス停の見直し等を行う”、

また、“スクールバスと予約型コミュニティバスへの再編の効果・課題について調査・研究を行う”

とし、地区公共交通懇話会の皆さんの賛同をいただきました。 

路線バスを普段お使いの方をはじめ、路線バスに関してご意見がある方は令和６年２月９日㊎

までに下記問合せ先へご連絡ください。 

なお、計画は令和６年３月に策定する予定です。 

◆問 合 せ … 総務・地域振興グループ ☎０２５－５３０－２３１１ 
 

◆日    時 …令和６年１月１３日㊏、２８日㊐ 午前９時～午前１１時３０分 

◆場    所 … 頸城区総合事務所１階 市民生活・福祉グループ 窓口 

◆申込方法 … 開設日直前の水曜日 午後５時までに電話で予約してください。 

※予約がない場合は、休日窓口は開設しません。 

◆問 合 せ … 市民生活・福祉グループ ☎０２５－５３０－２３１１ 

 

マイナンバーカードの申請や交付及び更新を受け付けます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 年末年始は、資源物常時回収ステーションに

大量の資源物が持ち込まれ、ステーションに収

納できない場合があります。次のことにご理解

とご協力をお願いします。 
 
 新聞紙・雑誌類・段ボールを持ち込む際は、

ひもが緩まないように縛り、崩れないよう

積み重ねてください。 

 缶・ペットボトルは、可能な限り潰して、

量を減らして排出してください。 

 ステーションが溢れ、資源物を排出できな

いときはお持ち帰りいただき、年末年始を

避けて排出してください。 

 12 月 31 日㊐午後 5 時 15 分～1月 4日㊍午

前 8時 30分までの間は、一時閉鎖のためご

利用できません。 

◆問合せ…市民生活・福祉グループ 

☎０２５－５３０－２３１１ 

 月 日 行 事 

令和 6年 1月   9日㊋ 小・中学校３学期始業式 

令和 6年 1月 13日㊏ 頸城区新年祝賀会 

 

 

月 日 健 診 名 対 象 者 

1月 10日㊌ 
1歳児健診 
2歳 6か月児健診 

令和 4年 12月生 
令和 3年 6月生 

12日㊎ 1歳 6か月児健診 令和 4年 6月生 

17日㊌ 3歳児健診 令和 2年 12月生 

18日㊍ 離乳食相談会 
<初期>令和 5年 8月生 
<中期>令和 5年 6月生 

19日㊎ 2歳児健診 令和 3年 12月生 

30日㊋ 3か月児健診 令和 5年 9月生 

※延期または中止等、変更が生じた場合は該当者に個別通知します。 

 
  

乳幼児健診等の予定をお知らせします。 

会場は大潟保健センターです。 

暖房器具を取り扱う冬期間は、ホームタンクからの

灯油流出事故が多く発生しています 

ので、次のことに注意しましょう。 

 ホームタンクからの給油中は 

その場を離れない 

 給油後はバルブをしっかり閉めたことを確認 

 ホームタンクや配管に破損がないか点検 

※ 万が一、流出事故が発生した際は、総合事務所に

ご連絡ください。 

◆問合せ … 市民生活・福祉グループ 

☎０２５－５３０－２３１１ 

 
毎年、雪による事故が多発しています。次の点に

注意して作業を行いましょう。 

 除雪機のロータリー部分に詰まった雪を取

り除くときは、必ずエンジンを止めて雪かき

棒を使いましょう。 

 屋根の雪下ろしは複数人で行い、ヘルメット

や命綱を着用しましょう。 

 はしごを使うときは、横滑りや転倒しないよ

うに必ず固定し、はしごから屋根へ移動する

ときは特に注意しましょう。 

 疲れているときは、無理をせず作業を控えま

しょう。 

◆問合せ … 総務・地域振興グループ 

☎０２５－５３０－２３１１ 

 
行政相談会は、総務大臣から委嘱された

行政相談委員が行政に関する苦情や困り

ごとなどの相談に応じ、行政に反映させ

る目的で設置した制度です。費用は無料

で、秘密は堅く守られますので、お気軽

にご相談ください。 

 ◆日 時 … 令和 6年 1月 10日㊌、 

3月 6日㊌ 

いずれも午前 10時～正午 

◆場 所 … 頸城コミュニティプラザ  

２階 相談室 

◆問合せ … 総務・地域振興グループ 

☎０２５－５３０－２３１１ 


